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     ─             

ה ≢ ↔╖╩ ⇔ↄ ⇔ ╩⇔≡™√∞ↄ↓≤≤

─ ⌐ ↄ↓≤╩↔ ─ ≢ ╩⅔ ™⇔╕∆⁹ 

ה   ꜟכꜟ─ ↔╖─ ─ ╩ ╣⌂™ ─ ™╩3

↕╣√ │ ─ ⅛╠ ⇔≡ ↄ↓≤⌐⌂╡╕∆─≢ ↔ ↄ∞↕™⁹ 

ה ≢ │ ≤⌂╢↓≤⅜№╡╕∆⁹

ה ≢ ⅛╣╢ ה ⌐│ ∏ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

（クラブ活動・アルバイト等は欠席の正当な理由とはなりません。）

ה ─ ה ─ ⌐╟╡ ─ ┼ ⇔≡ ↄ↓≤⅜№╡╕∆⁹ 

（ＢタイプからＡタイプへの移動のように，移動に伴いタイプが変わった場合は， 

移動後のタイプの宿舎料金適用となります。） 

ה ⌐│ⱨ꜡▪ꜞכ♄כ≤™℮ ⅜№╡╕∆( │ ─ ●▬♪Ⱪ♇◒ )⁹ ⅛╠

ⱨ꜡▪ꜞכ♄כ─ ⅜№∫√ ⌐│ ⅔ ⅝ ↑™√∞⅝╕∆⁹↓─↓≤╩ ─ ≢─ ╩⅔

™⇔╕∆⁹ 

ה ⱪ꜡◓ꜝⱶ─ ╣─√╘ ≤⇔≡ ─ ≢ 

╩ ↑≡ ⅝╕∆⁹ 

╩ ↑╢↓≤⌐ ™ ה ╩ ⌐ ─ ┼ ⇔ ∆╢↓≤⅜ 

⌐⌂╡╕∆⅜ ╡│ ⅜ ™ ⅜ ∆╢ ─ ┼─  

│ ⅜ ™╕∆⁹ 

╩ ↑≡™√∞™√ ─ ה ה │ ╩ ™  

⇔╕∆⁹ 

⌂⅔ ⱪ꜡◓ꜝⱶ─ ─ ⅜ ⌐ √⌂™ ╩ ↑≡ 

™√∞ↄ ⅜ ™ ╙№╡╕∆⁹ 

(2018-2024 │ ╩ ↑≡™√∞ↄ │№╡╕∑╪≢⇔√⁹) 

ה ─ │ ╩⅔ ™⇔╕∆⁹ 

（その際，本学では安価な指定下宿をお勧めしております。） 

令和 7年 4月入学予定（編入学を含む）の学部学生・大学院学生のうち， ⌐ ∆╢ ⅜ ⌡ 2

≢№╡ ⅛≈ ⌐ ⇔≡™╢と認められる者。 

 ただし，外国人留学生の入居者募集については，令和 7年 1月下旬以降，下記ホームページで別途ご案

内します。 https://hiroshima.yestart.univ-coop.net/ja/global

ₒ ⌂⅔ ╠∑ₓ ─ ╩↔ ─ ↔ ↄ∞↕™⁹
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♃▬

ⱪ

   
( ) 

  

男子学生宿舎 約 70名 7  4 1 ⅛╠ 

9  3 24 ╕≢ 

β ⇔ ─ │

┘ ה  

ⱪ꜡◓ꜝⱶ─ ╣─√╘

≤⇔≡ ╩ ↑≡ ⅝╕∆⁹ 

─ ╩ ↑≡ ↄ  

ⱶכ♃2 ─ 1 ─ ─  

ⱶכ♃3 ─ 1 ─ ─ ╕≢

 ─

宿舎の概要は，

8～11 ページを参照

してください。

男子学生宿舎 約 20名

新 学 生 宿 舎
男子のみ

約 20名 

女子学生宿舎 約 70名

 

  ╩ ╡ ⅎ ≢ ⌐ ≢ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

   なお，提出された出願書類は返却いたしません。 

※ 出願書類により取得する個人情報については，入居者の選考及び出願者数等の統計資料としてのみ使

用します。なお，入居者選考での個人情報の使用にあたっては，一部の業務を本学から委託を受けた業

者において行うことがあります。この場合，本学から委託を受けた業者に対して，委託した業務を遂行

するために必要となる限度で，取得した個人情報の一部を提供します。 

   P5～P6 の『Ⅰ 出願者全員が必ず提出する書類』，『Ⅱ 出願者・家族の状況に応じて

提出する書類』及び P7の「広島大学池の上学生宿舎入居願（様式第 1号）及び入居選考

調書（様式第 2号）記入要領」を熟読し，不備不足のないように提出してください。 

         β ⌐ 1 ┘ 2 │ ⅜ ╖ ╣╢╟℮

⌐ ⇔ ⌐ ⅜⌂™⅛ ⌐↔ ™╕∆⁹

  7 1 27  2 5 5 ╕≢  

  〒739-8514 東広島市鏡山一丁目 7番 1号（学生プラザ 3階）            

広島大学 教育室教育部 学生生活支援グループ 

池の上学生宿舎入居者募集担当 行

※ 出願を取り下げる場合は，速やかにメール（gakusei-group＊office.hiroshima-u.ac.jp）又は FAX（082-
424-6159）で取り下げる旨，連絡してください。電話での取り下げは受け付けることができません。

メール連絡される場合は，＊を半角@に置き換えて送信してください。
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─ ⅜≢⅝╢

以前に本学学生宿舎に入居したことがある方で，再度学生宿舎への入居を希望する場合は，令和 6年

(2024 年)4月以降に以下の特別な事情のいずれかに該当していることが必要です。

⌂⅔ │ ≤⌂╡╕∆⁹ 

    (1) 主たる家計支持者（学資負担者）が死亡した場合

    (2) 本人又は家計支持者が風水害等の災害を受けた場合

    (3) 家計支持者が失職し，出願時現在未就職の場合

（失職とは，会社倒産，解雇等により職を失った場合であり，定年退職，勧奨退職，自己都合による退職

や廃業等は含みません。）

(4) 家計支持者が出願時現在長期療養中の場合

（長期療養中とは，見込みも含めて 6 か月以上の療養が必要で，就業不能の状態にある場合をいいま

す。）

─  

入居願を提出した入学試験合格者について，入居選考の結果，入居許可した方の受験番号を ─

に『広島大学池の上学生宿舎ホームページ』（「10．その他」参照）に掲載し，「入居許可書」及び

「入居手続書類」を結果発表日の翌日以降に郵送にて送付予定です。

なお，電話による入居選考結果の照会には一切応じません。

入居決定者は，入学手続きを完了した後，郵送で届いた「入居手続書類」の一部（以下の（２）提出

書類を参照）を記入の上，教育室教育部学生生活支援グループ（「9．問い合わせ先（１）」参照）へ郵

送にて提出してください。

入居手続期限内に手続をされない場合，入居辞退者として処理いたしますのでご注意ください。 

 

 

1 ╩ ⇔√↓≤⅜╦⅛╢╙─  

↔ ╛ ⅔ ™ ⅜ ⌐ ⅛╢╙─≢№╣┌ │ ™╕∑╪⁹ 

※学部生として入学する者で，高等教育の修学支援新制度に高校で予約して申し込んでいる，あるい

は，入学後に申し込む予定である者は，「同制度に申し込んでいる」または「申し込む予定で入学

料の支払いが猶予されている」旨を申告書に記入して提出してください。 

 ※大学院生として入学する者で，広島大学入学料免除・徴収猶予申請者は，申請中である旨を申告書に

記入し，提出してください。 

2 ⌐  

  

7 3 10  

15  

╡ ⅝ ה

─  

⅜ 3 8 ╕≢─  

7 3 20  ─  

⅜ 3 9 ─  

  

7 3 18  ╡ ⅝ ה

─  

⅜ 3 8 ╕≢─  

7 3 25  ─  

⅜ 3 9 ─  
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⌐≈™≡

入居を辞退される場合は，必ず教育室教育部学生生活支援グループへメール（gakusei-group＊
office.hiroshima-u.ac.jp）又は FAX（082-424-6159）で辞退する旨，連絡してください。電話による辞退は

受け付けることができません。メール連絡される場合は，＊を半角@に置き換えて送信してください。

  

令和 7年 4月 1日（火）又は 4月 2日（水）の 9:00～15:00 

※入居日時をこちらが指定させていただく場合がございます。指定した日時については，原則変更でき

ませんので，ご了承ください。  

™ ╦∑  

 メールによりお願いします。（＊を半角@に置き換えて送信してください。） 

 ⌐ ∆╢↓≤ 

〒739-8514 東広島市鏡山一丁目 7番 1号（学生プラザ 3階） 

   広島大学 教育室教育部 学生生活支援グループ 

池の上学生宿舎入居者募集担当 

   Mail gakusei-group＊office.hiroshima-u.ac.jp   TEL 082-424-5794 

─ ─ ⌐ ∆╢↓≤ 

〒739-0046 東広島市鏡山二丁目 812番 62号 

    広島大学 池の上学生宿舎 11号館 1階 管理事務室 

    Mail ikenoue＊office.hiroshima-u.ac.jp  TEL 082-424-6148 

.∕─

池の上学生宿舎に関する写真等を，広島大学のホームページ上「池の上学生宿舎」で紹介していますの

でご覧ください。

※ 広大トップページ > 教育・学生生活> サポート情報・支援制度 > 住居情報> 池の上学生宿舎（学生寮）

https://www.hiroshima-u.ac.jp/nyugaku/shien/jyuukyo/gakuseisyukusya 



5 

⌐≈™≡ 

ה 2 ─ 33 × 24 ⌐ I ┘ II ─ ╩ ⇔ ≢↔ ↄ∞↕™⁹ 

ה ─ ┘ ─ ─ │ ─ ≤⌂╡╕∆⁹ 

1.  ─  

2.  ─  

3. 6 5 5 1 ⅛╠ 5 12 ─ ⅜

ה ≤╙⌐ ≢∆⅜ └≤╡ ≢ P6 3 ₐ└≤╡ ₑ─ ⌐ ─ ⌐⅔™≡

⅜ ≢⅝╢ │ │ ─ ─╖ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

※出願前 3 ヶ月以内に発行されたもので，原本を提出してください。

※所得証明書は市区町村役場等で発行され，給与・給与以外の所得別の収入金額が記載されたものを

提出してください。

※発行されない場合（収入がない等）は非課税証明書をご提出ください。

4. ╡ ⅝ ה  ה ⌐∆≢⌐ ⇔≡™╢ │  

※╕∞ ─ ⅜╦⅛╠⌂™ │ ╩ ↄ∞↕™⁹ 

※学部学生の前期・後期入試の方は，書類提出は不要です。 

5.    

角形２号の封筒に返送先の郵便番号・住所・氏名を明記の上，５７０円切手を貼付し₈ ₉と朱書してく

ださい。

ₐи ה ─ ⌐ ∂≡ ∆╢ ₑ⌐≈™≡│ Ɑכ☺╩╟ↄ ⇔ ∆╢ ─

╩ ₐз ⅜ ∏ ∆╢ ₑ≤№╦∑≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹

・父・母ともに該当する項目の必要書類を提出していただきます。 

・父・母以外の書類は原則不要ですが，家族状況に応じて後日提出を求めることがあります。 

・収入に関する書類を提出する際は，紛失等を避けるために A４サイズにコピーするか，貼付用台紙

に貼付してください。 

・所得は正しく申告してください。正しく申告されていないことが判明した場合や書類に不備があった場合

は，入居を取り消すことがあります。 

・該当項目がない場合は，特に提出する書類はありません。 

β ─ ┘⌐ ─ ╩ ╘╢ │ ₐ ₑ⌐ ─₈

⌐≈™≡ ≢⅝╢ ─ ₉┼ ™√⇔╕∆─≢ 082-424-ủủủủ⅛╠─

ה ⅜№╡╕⇔√╠ ╡ ⇔↔ ╩⅔ ™⇔╕∆⁹ ⅜≤╣∏

─ │ ─ ≤⌂╡╕∆⁹

з ⅜ ∏ ∆╢  

и ה ─ ⌐ ∂≡ ∆╢  

・P7「広島大学池の上学生宿舎入居願（様式第 1号）及び入居選考調書（様式第 2号）記入要領」を

熟読し，必要事項を記入してください。 

・文字が読み取れるよう丁寧に記入し，提出前に誤記入がないか十分にご確認願います。
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対   象 必  要  書  類

令和 5年 1月以降に退職した人 
ה ─ ⅜№╢  

※令和7年1月以降退職の人は，離職票等の退職した事実がわかるものを提出。

令和 5年 1月以降に就職した人 
ה ─ ⅜№╢  

ה 3ﬞ ─  

※令和5年1月以降に退職し，その後，再就職した場合は上記の就職・退職両方の書類を提出する。 

─  

対   象 必  要  書  類

令和 5年 1月以降に廃業した人 
ה ⇔√ ⅜╦⅛╢  

（例：個人事業の開業・廃業等届出書等） 

令和 5年 1月以降に開業した人 

ה ╡  

※「会社名称」「所在地」「開業年月日」「業種」「代表者」「開業以降

の毎月の売上・必要経費・収入（売上－必要経費）」を記載する。 

※令和 5年 1月以降に廃業し，その後，開業した場合は上記の書類両方とも提出する。 

 

対   象  必  要  書  類

ひとり親家庭 

╡≥└ה ∞≤ ≢⅝╢  

（例：所得証明書又は確定申告書で寡婦（寡夫）の控除が入っている，源泉徴収票

の寡婦（寡夫）欄に印が入っている，児童扶養手当証書（写）等） 

障がい者のいる世帯 ה ⅜™  

⌂ ⌐╟╡ ∆╢ ─ （令和 6 年 4 月以降に発生したものに限

る）

対   象 証明する書類（コピー可） 発行者等

主たる家計支持者（学資負担者）が死亡し

た場合 

ה ⇔√ ╩ ≢⅝╢ （死亡診断書等） 医療機関等 

本人又は家計支持者が地震・火災・風水害等

の被害を受けた場合 

ה  

ה  

ה （雑損控除したもの）

・ ™ ╖

ה ⅜ ⅛╢ （見積書，領収書等でも可）

消防署 

市町村役場 

関係機関

家計支持者が失職し，出願時現在未就職の場

合 

ה （全ページ） ハローワーク 

家計支持者が出願時現在 6 ヶ月以上療養中

（見込み含む）で就業不能の場合 

ה  

※病名，診療開始日及び申請時現在6ヶ月以上療養中（又は6ヶ

月以上療養を必要とする見込み）であり，就業不能であることが

記載されていること 

医療機関 
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広島大学池の上学生宿舎入居願（様式第 1 号）及び
入居選考調書（様式第２号）記入要領

【入 居 願】

 

（１）試験区分を○で囲み，学部（研究科）等を記入してください。 

 （２）受験番号は学部前期・学部後期の方は記入不要です。 

光り輝き入試，学部編入学，大学院等ですでに合格している方も受験番号は記入してくださ

い。 
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─ ─  

♃▬ⱪ   

１．建 物 概 要

    開 設  昭和５７年４月１日（平成２２～２５年度改修済）

    延面積  ８７９㎡（１～４号館）

         ７０３㎡（７～９号館）

構 造  鉄筋コンクリート５階建（１～４号館）４棟

     鉄筋コンクリート４階建（７～９号館）３棟

  ２．建 物 形 態

     居室は洋式の個室で各階に８～１０人（８人の階は談話室あり）が入居でき，それぞれ共用の施設・設備

を設けており，共同で使用します。

  ３．寄 宿 料  月額  ７，５００円

共 通 経 費  月額  １，９００円

（令和6年12月現在，今後改定されることもあります。）

  ４．   月額 約１０，０００円（光熱水費及び洗濯室使用料金等）

  ５．施設・設備

施    設 設     備

居  室    約 10 ㎡

ベッド(棚付き)，机，椅子，ロッカー，エアコン，ミニ

キッチン（IH），テレビ用端子，カーテンレール，物干し

場（バルコニー）

共

用

施

設

玄 関 各階１カ所  ( 2 ㎡) 下駄箱，傘立て，掲示板

談話室
２・４階１カ所

 ( 20 ㎡) 
テーブル，椅子，テレビ

洗濯室 各階１カ所  ( 4 ㎡) 洗濯機１台（有料）

浴 室 各階１カ所  ( 9 ㎡) シャワー２式，浴槽１桶，脱衣ロッカー

便 所 各階１カ所  ( 8 ㎡) 洋式水洗トイレ

物入れ 各階２カ所  ( 1 ㎡) 
郵便受 各棟１カ所

自販機コーナー       10 ㎡ （別棟）

（注）個人で洗濯機を設置することはできませんので適宜洗濯棟（別棟）もご利用ください。

また，石油ストーブ等の火気を伴う器具は，火災のおそれがあり使用できません。

♃▬ⱪ   

２・４階は中央の２部屋が談話室となり，１フロア８人居室となります。 
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♃▬ⱪ   

１．建物概要

   開 設   平成４年４月１日

   延面積   ２，１８８㎡ 

   構 造   鉄筋コンクリート５階建 １棟

２．建物形態

居室は洋式個室で各階に２０人が入居でき，それぞれ共用の施設・設備を設けており，共

同で使用します。

３．寄 宿 料  月額  ４，７００円

共 通 経 費  月額  ２，０００円

（令和6年12月現在，今後改定されることもあります。） 

４．   月額 約１０，０００円（光熱水費及び洗濯室使用料金等） 

５．施設・設備 

施     設 設     備

 居   室 約 12 ㎡
ベッド，机，椅子，書棚，エアコン，テレビ用端子，洗面・

便所，カーテンレール，物干し場（バルコニー）

共

用

施

設

玄 関 １階   ( 14 ㎡) 下駄箱，傘立て，自動ロック式ドア

ラウンジ １階    ( 16 ㎡) 応接セット，掲示板

談話室 各階１カ所(17 ㎡) 
折畳座卓（和室２，５階），折畳机，

椅子（洋室１，３，４階）

洗濯室 各階１カ所(11 ㎡) 洗濯機２台（有料）

補食室 各階１カ所(22 ㎡) 
流し台，ガスコンロ，電子レンジ，

食器棚，椅子，テーブル，ごみ箱

浴 室 各階１カ所(20 ㎡) シャワー３式，浴槽１桶，脱衣籠

倉 庫 各階１カ所(11 ㎡) 
その他  １階 郵便受，インターホン

自販機コーナー    10 ㎡ （別棟）

（注）個人で洗濯機を設置することはできませんので適宜洗濯棟（別棟）もご利用ください。

また，石油ストーブ等の火気を伴う器具は，火災のおそれがあり使用できません。

♃▬ⱪ  
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♃▬ⱪ ( │ ─╖)  

１．建物概要

   開 設 平成２２年４月１日

   延面積 ２，７７４㎡ 

   構 造 鉄筋コンクリート８階建 １棟

２．建物形態

   新学生宿舎は，居室は洋式個室で各階１４室有ります。

３．寄 宿 料 月額 １５，０００円

    共 通 経 費  月額 １，２００円

（令和6年12月現在，今後改定されることもあります。）

  ４． 月額 約１０，０００円（光熱水費及び洗濯室使用料金等）

５．施設・設備

施     設 設     備

 居   室  14 ㎡

ベッド，机，椅子，エアコン，テレビ端子，風呂・洗面・

トイレ３点ユニット，ミニキッチン（IH），カーテンレール

（ダブル），物干し場（バルコニー）

共

用

施

設

玄 関 １階   ( 14 ㎡) 掲示板

談話室 １階１カ所 (17 ㎡) 机，椅子

洗濯室 各階１カ所 (7 ㎡) 洗濯機１台（有料）※１階を除く。

その他 １階 郵便受

自販機コーナー    10 ㎡ （別棟）

（注）個人で洗濯機を設置することはできませんので適宜洗濯棟（別棟）もご利用ください。

また，石油ストーブ等の火気を伴う器具は，火災のおそれがあり使用できません。

Ｃタイプ 新学生宿舎 ２～８階平面図(募集は男子学生のみ) 
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♃▬ⱪ   

１．建物概要

   開 設 平成６年４月１日

   延面積 ２，１８８㎡ 

   構 造 鉄筋コンクリート５階建 ２棟

２．建物形態

女子専用学生宿舎は２棟あり，居室は洋式個室で各階に２０人が入居でき，それぞれ共用の

施設・設備を設けており，共同で使用することになっています。

３．寄 宿 料  月額  ４，７００円

共 通 経 費  月額  ２，０００円

（令和6年12月現在，今後改定されることもあります。） 

４． 月額 約１０，０００円（光熱水費及び洗濯室使用料金等）

５．施設・設備

施     設 設     備


